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（仮称）浦賀駅前周辺地区の活性化事業の実現に向けた三者連携協定（案） 

 

横須賀市（以下「甲」という。）、住友重機械工業株式会社（以下「乙」という。）、代表

企業たる●●●●（以下「代表企業」という。）、構成企業たる●●●●、●●●●（以下

これらの企業を個別に又は総称して「構成企業」といい、代表企業及び構成企業を個別に

又は総称して「丙」という。）は、浦賀駅前周辺地区活性化事業（以下「本事業」とい

う。）の推進に関し、以下のとおり合意し、本協定を締結する。なお、本協定における用

語は、別途定義されているもの及び文脈上別異に解釈すべき場合を除き、公募要項等にお

いて定義された意味を有するものとする。  

 

（目的等）  

第 1 条 本協定は、別紙 1 により特定される範囲の土地（以下「対象敷地」という。）

に係る乙と丙の間の土地売買契約（以下「本土地売買契約」という。）の締結、及

び乙が甲に提出した事業提案書浦賀駅周辺地区活性化事業に係る事業提案書（以下

「事業提案書」という。）に基づく事業の実施（準備）に係る、甲、乙及び丙それ

ぞれの義務等について、必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（当事者の義務） 

第２条 甲、乙及び丙は、本土地売買契約の締結、及び事業提案書に基づく事業の実施

（準備）に向けて、甲、乙及び丙のそれぞれが相互の意向を尊重し、誠実に対応し

なければならない。 

2 丙の代表企業及び構成企業は、甲及び乙に対して、本協定に基づく丙の責任及び

義務を連帯して負うものとする。 

3 甲及び乙が代表企業に対して行った行為は、当該行為時に甲又は乙が別段の意思

を表示しない限り、丙に対して行ったものとみなし、甲又は乙が代表企業へ通知し

た事項は構成企業にも通知されたものとみなす。 

4 構成企業のいずれかが本事業から離脱した場合、代表企業及び他の構成企業は、

当該離脱にかかわらず本事業を継続して実施する責任を負うものとする。なお、代

表企業は本事業から離脱できないものとする。 

5 構成企業のいずれかが本事業から離脱した場合、甲及び乙が要求する場合は、代

表企業はこれに代替する企業を確保し、甲及び乙の承諾を得て丙の構成企業とする

よう最大限努力しなければならない。 

 

（進捗状況に関する報告） 

第 3 条 丙は、本土地売買契約の締結、及び事業提案書に基づく事業の実施（準備）等に
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係る進捗状況について、甲、乙及び丙が参加する定期的な情報共有の場を設置し、

定期的に必要な情報共有を行うものとする。 

 

（土地売買契約の締結） 

第 4 条 乙及び丙は、本協定締結後、令和●年●月●日までに、乙と丙の間での本土地売

買契約が締結されるよう、誠実に対応する。  

 

（本土地売買契約の条件）  

第５条 丙は、浦賀駅周辺地区活性化事業公募要項及び事業提案書における提案内容に基

づき、乙との本土地売買契約に関する協議を行ったうえ、双方が合意した土地購入

額で対象敷地を取得する。 

２ 乙は対象敷地を、所有権の移転とともに現況有姿の状態で丙に引き渡すことと

し、丙に対し、いかなる追加の費用負担もせず、対象敷地に関して契約不適合を理

由とする追完、代金減額、損害賠償、契約解除等の責任を負わないものとする。 

 

（事業協力者の協定） 

第６条 甲及び丙は、本協定締結後、１か月以内に、市有地活用に係る甲と丙それぞれの

義務等について、必要な事項を定めた事業協力者協定を締結する。 

 

（事前準備） 

第７条 丙は、事業者提案に従った事業を円滑に開始するため、本土地売買契約に基づく

対象敷地の所有権移転前においても、必要となる調査や準備作業、各種手続き等を

実施することし、甲及び乙は、丙による調査や準備作業、各種手続等の実施に協力

することとする。 

2 丙は、丙によって事業者提案に従った各種調査や準備作業、各種手続き等が開始

されない場合（理由のいかんにかかわらず、本土地売買契約に基づく対象敷地の売

買が実行されない場合を含む。）において、甲が要求するときには、甲に対して事

業が開始されない事由を説明するとともに、（必要に応じて構成企業の代替事業者

を確保するなど）、本事業が速やかに開始されるように最大限努力しなければなら

ない。 

 

（協定の解除） 

第８条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙との協議、合意の上で、乙及

び丙に対し書面で通知することにより、本協定を解除することができる。  

（1）●年●月●日までに、乙と丙との間での本土地売買契約の締結がなされなかっ

たとき又はなされないことが合理的に明らかなとき。  
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（2）乙と丙との間での本土地売買契約の締結後、対象敷地の所有権が乙から丙に移

転される前に本土地売買契約が解除されたとき。 

（3）甲と丙との間において、本協定締結後１ヶ月以内に事業協力者協定の締結がな

されなかったとき又はなされないことが合理的に明らかになったとき。 

（4）乙と丙との間での本土地売買契約締結前に、丙において次の各号のいずれかの

事由が生じたとき。  

① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 

号。以下「独占禁止法」という。）第 8 章第 2 節に規定する手続に従って、

同法第 7 条、第 8 条の 2、第 17 条の 2、又は第 20 条のいずれかの排除措

置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。  

②独占禁止法第 8 章第 2 節に規定する手続に従って、同法第 7 条の 2、第 8 

条の 3、又は第 20 条の 2～6 のいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課

徴金納付命令が確定したとき。  

③自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法（明治 40 年

法第 45 号）第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定に

よる刑が確定したとき。  

④横須賀市暴力団排除条例（平成 23 年横須賀市市条例第 9 号）に定める暴力団

員等、暴力団経営支配法人又は暴力団員等と密接な関係を有することが判明

したとき。 

⑤神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号）第 23 条第 1 項ま

たは第 2 項の規定に違反することが判明したとき。 

 

（有効期間）  

第９条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、乙と丙との間の本土地

売買契約に基づき対象敷地の所有権が丙に移転した日を終期とする期間とし、当事

者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の有効期間の終了にかかわらず、

本条、第 11 条、第 12 条及び第 13 条の規定の効力は存続するものとする。  

２ 乙と丙の間での土地売買契約が締結に至らなかった場合には、土地売買契約の締

結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了

後も、本条、第 11 条及び第 13 条の規定の効力は存続するものとする。  

 

（談合等の不正行為に係る損害の賠償） 

第 10 条 甲は、本事業の公募手続に関し、第８条第４号のいずれかの事由が生じ、且つ

本協定が解除となったときは、丙に対し、金 50,000,000 円を違約金として請求する

ことができるものとする。  

2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金額を超える場合は、甲が
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その超過分について丙に賠償を請求することを妨げるものではない。  

3 丙が第 1 項の違約金又は前項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、

丙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8 条第 1 項の規定に基づき

財務大臣が決定する率で計算した金額を遅延損害賠償金として、甲に支払わなけれ

ばならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。  

 

（秘密保持） 

第 11 条 甲、乙及び丙は、本事業又は本協定に関して知り得た情報（公知の情報を除

く。）について、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、これを第三者に

開示し、又は本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が

命ぜられた場合、弁護士等の法令上守秘義務を負う者に開示する場合及び市が法令

に基づき開示する場合は、この限りでない。  

 

（協定の変更）  

第 12 条 本協定の規定は、全当事者の書面による合意がなければ、変更することはできな

いものとする。  

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第 13 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関する当事

者間に生じた一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管 轄

裁判所とする。  

 

（その他） 

第 14 条 本協定に定めのない事項が発生したとき及び疑義が生じたときは、必要に応じ当

事者が協議のうえ定めるものとする。 

 

 

以上を証するため、本協定書を●通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ記名押印の上、甲、乙、

丙が各●通を保有する。 

 

令和●●年●●月●●日 

 

甲 
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乙 

 

 

丙 

 

代表企業 

 

構成企業 
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別紙１ 本事業の対象地 

 

（対象地の所在地番、図面等を記載する） 

 

 


